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平成 28 年３月定例教育委員会 会議録（要旨）

１ 日 時 

平成28年３月24日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時27分 

２ 場 所 

小城市役所 西館 ２－６会議室 

３ 出席及び欠席委員 

出席委員  山﨑委員長 上野委員 飯盛委員 大庭委員 久本委員 今村教育長  

  欠席委員  なし 

４ 会議出席職員 

南里教育部長 山口教育総務課長 松尾保育幼稚園課長 古庄文化課長 坂田生涯学習課長 

  西村生涯学習課副課長 南里教育総務課副課長 田中教育総務課副課長兼施設係長 楠田保育 

幼稚園課副課長 中尾教育総務課庶務係長  

５ 平成28年2月定例教育委員会の会議録承認について               〔承認〕

６ 教育長の報告事項

・中学３年のときの進路保障ということを先生たちが共有し、ほとんどの子どもが自分たちが目指

した学校に進路を決定されており、昨年より良い状態。

・いじめ問題行動等については、全体でよく取り組んでいただいており、突出した心配事例はな

かった。毎月１０日はいじめ防止、それから心を考える日としており、道徳心を培うということ

と併せて、28年度も学校と教育委員会連携・協働して取り組んでいく。

・芦刈幼稚園の民営化については、いろいろ課題を乗り越えて、２９年度からの道筋ができた。

・教職員の人事異動に関しては、講師不足で他県まで手を伸ばさなくてはならない厳しい現況にあ

 り、今後の課題である。

・小城市のＩＣＴの利活用の件について、文科省でICTを活用した教育推進自治体応援事業が策定

され、道徳を中心として将来的には、国語、社会まで伸ばすということで2７年１１月から今年

の２月まで小学校２年、小学校５年、中学２年に実証事業を積み重ねてもらい、小城市モデルと

して熟度を上げた３学期だった。

・中教審の答申で、地域学校協働答申が出された。コミュニティースクールを目指しなさい、それ

 から地域と学校が対等な立場で、学校も地域に出なさい。協働という形で、まちづくり、人づく

 りまで発展させた、学校と地域が連動してやりましょうということで答申が出された。小城市に

 おいては３年前は自治公民館の公民館運営のマニュアル、それから、次は少年スポーツ指導者の

 指針、今年度は学校支援、学校と地域と連携ということで、国に先んじて既に取り組んできた。

・梧竹堂法帖展2/5から開催。梧竹デジタルミュージアムのＨＰアップ。3/28 牛津公民館落成式。

７ 議 事 

第１ 議決事項 
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  【第 48 号議案】 

小城市立小・中学校集金取扱規程の一部を改正する規程について 

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

学校集金の運用上、保護者の負担感の軽減や、事務処理の効率化等に配慮した実態

に即した次年度への繰り越しを認めるために規程を改正するもの。 

〔意見・質問〕 

 ○委員長 

    正当な理由があれば、繰り越していいという解釈でいかないといけないということで

すね。

○教育総務課長

 年度内で必ず精算というのが原則ですけれども、どうしても端数、調整がつかないと

いう場合は、校長の権限で保護者の同意を得てやっていきたい。

〔結 果〕 

       承 認 

  【第 49 号議案】 

小城市自治公民館ユニバーサルデザイン（トイレ洋式化）推進事業補助金交付要綱 

の廃止について 

【第 50 号議案】

小城市自治公民館建設事業補助金交付要綱の一部改正について 

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

  49 号議案の小城市自治公民館ユニバーサルデザイン（トイレ洋式化）推進事業 

補助金交付要綱の廃止について提案をするもの。佐賀県の事業が平成２７年度に終

了するので、小城市の交付要綱についても２８年３月３１日をもって廃止をしたい。

これにあわせて、50 号議案小城市自治公民館建設事業補助金交付要綱の一部改正を

おこない、トイレの洋式化をされる場合は建設補助金で対応するように改正すること

を説明。

〔意見・質問〕 

 ○委員長 

    新しく建設をして洋式にすると、公民館の改築での補助金と、トイレの補助金は別に

考えていいんですか。

○生涯学習課長

２８年度から一体として、全体金額の中で幾らということで算定をさせてもらいます。

 トイレだけの改造については、ご相談をいただいてから対象となるのか確認をさせて

 ください。

〔結 果〕 

     承 認 

  【第 51 号議案】 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について 

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について提案をするもの。任期は平成２８年４月１
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日から平成３０年３月３１日までの２年間。定員は５０名で、現在４６名承諾を得て

いることを説明。

〔意見・質問〕 

 ○委員長 

    これは５０人という１つのめどがあって、定員という形ではないですね。

○生涯学習課長

定数５０人以内です。５０名を満たすように募っていきます。

〔結 果〕 

     承 認 

  【第 52 号議案】 

小城市重要文化財の指定について

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

  小城市重要文化財の指定について３月１日付で別添のとおり小城市文化財保護審

議会から答申を受けていることを説明。

〔意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

     承 認 

【第 55 号議案】 

小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例施行規則の一部改正について 

〔報告説明〕 

◇教育総務課副課長が提案理由説明 

行政不服審査法の改正に基づき、特例に係る規定の整備、独自の不服申し立て手続

に係る規定の整備、その他必要となる規定の整備及び用語等の整理を行う必要が出た

ため施行規則を改正するものであることを説明。

〔意見・質問〕 

 ○委員長 

    行政不服審査法というのは最近の法ですか。

○教育総務課副課長

平成２８年４月１日施行ということで、法自体はその前に改正がなされておりますが、

施行が４月１日からの施行ということで、それに合わせて、今回、改正をさせていただ

いております。改正のポイントといたしましては、不服申し立てを審査請求に一元化さ

れているということと、不服申し立て前置きの廃止、縮小、あるいは不服申し立て期間

を６０日から３カ月に延長、このようなところが大きな改正ポイントとなっております。

  ○Ａ委員

減免申請書に不服と書いてあるが、どういった関係があるのか。

○教育総務課副課長

減免の申請をされて、承認されなかった場合等に不服の申し立てがされるケース

があると思います。

  ○Ａ委員

決定があったことを知った日というものは、受け取った日となるのですか。

○教育総務副課長
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基本的には、決定通知を郵送なりでお送りした日を日付として送っているかと思いま

すが、受け取った側はその日ではなくて、当然、手元に着いた日ということになります

ので、申請者側に有利になるような形で今回、法の改正がなされていると思います。

〔結 果〕 

     承 認 

第２ 報告事項                      

【報告第 30 号】 

小城市延長保育事業費補助金交付要綱について      

【報告第 31 号】 

小城市障がい児保育事業費補助金交付要綱について 

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が提案理由説明 

３０号の小城市延長保育事業は、２７年度から、国のほうが特別保育事業の中の一

部として見ていた延長保育事業を延長保育事業という１本立ての事業に変更をされた

ことを説明。３１号の小城市障がい児保育事業については、昨年度まで小城市特別保

育事業ということで実施をしてきたが、廃止して新たに障がい児保育事業にかかる交

付要綱をつくることを説明。

〔意見・質問〕 

○委員長 

 これは、規則的には変わるけれども、実際の受益者のほうは変わりませんというこ 

とですね。 

○保育幼稚園課長 

  給付額は国の基準で変わりますけど、同じような事業を引き続きしていく部分で、 

 特別保育事業で一まとめにしていた分を別々に立てさせていただくものです。

〔結 果〕 

了 承

【報告第32号】

小城市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則の一部を改正する規則

について                    

【報告第33号】

小城市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則について

〔報告説明〕

◇保育幼稚園課長が提案理由説明

  ３２号については平成２７年度の機構改革に伴い、市長部局の社会福祉課のほうに子

育て支援係が異動し、その分は委任事項から外れることを説明。３３号については、こ

れは委任事項ではなく、市長の権限分の補助執行ということで、教育委員会の委任から

外して、市長部局の補助執行という形に変えるものであることを説明。

〔意見・質問〕

○委員長

 補助執行という形は具体的にどういう形ですか。

○保育幼稚園課長

 本来は教育委員会部局がするものは教育委員会名なり教育長名なりで全ての事務事業を
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するものですが、それを市長の名前で、市長の決裁を受けて保育料の決定をしたり徴収を

したりするものになります。

〔結 果〕

了 承     

【報告第 34 号】 

小城市幼稚園型一時預かり事業実施要綱について  

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が提案理由説明 

３４号については、県の事業と、県と園とで事業を実施していた分が仲介として市

町がかかわる事業で、国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１の事業になってい

ることを説明。

〔意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

了 承

８ その他 

（1）教育委員会の共催及び名義後援事業について（後援５件、 ５件承認） 

〔報告説明〕 

  ①「本当に強い人はいじめなんかしない」大谷善二郎講演会 地域活性化いじめ撲滅

チャリティープロレス小城大会／地域活性化、いじめ撲滅プロレス実行委員会

 ②2016夏 小・中学生「English CAMP in能古島」「Summer CAMP in能古島」／能古島青少年育成協会

 ③第41回全国学童保育指導員学校（九州会場）／全国学童保育連絡協議会

 ④「石工の里ふれあいウォーキング」（第20回）／うしづ石工の里を未来に伝える会 

 ⑤アイル 13周年記念感謝祭／指定管理者 シンコ―スポーツ㈱

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

 了 承  

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 ４月２８日（木） 午前９時 30 分～ 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 ２－６会議室 

10 平成 28 年 3 月臨時教育委員会の会議録承認について【非公開】

11 議 事【非公開】

第１ 議決事項 

【第 53 号議案】 

教育委員会事務局職員の人事異動について               〔承認〕 

【第 54 号議案】 

就学援助（準要保護）の認定について                 〔承認〕 

第２ 報告事項                 
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【報告第 29 号】 

就学援助の認定について                                         〔了承〕


